
 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

適格分社型分割等による期中損金経理額等 

の損金算入に関する届出書の記載要領等  

 

 １ この届出書は、内国法人である単体法人（連結申告法人以外の法人をいいます。）又は連結親法人が、適格分

社型分割等（適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立をいいます。ただし、租税特別措置法第 57 条の

５第 13項及び同法第 57条の６第９項の規定を適用する場合にあっては、それぞれ適格であることを要しません。

以下同じ。）を行った場合において、次の法人税法等又は租税特別措置法の規定により期中損金経理額等を損金

の額に算入することについて届け出る場合に使用してください。（法人税法施行令第 155 条の６の規定を含む）

 

法人税法等 法人税法施行規則 租税特別措置法 租税特別措置法施行規則 

法３１③ 

３２③ 

４２⑦ 

４４⑤ 

４５⑦ 

４７⑦ 

４８⑦ 

４９⑤ 

５０⑥ 

５２⑥ 

５３⑤ 

令１３３の２③

   １３９の４⑧ 

 

２１の２ 

２１の３ 

２４の３ 

２４の６ 

２４の７ 

２４の８ 

 ２４の１０ 

 ２４の１２ 

２５ 

２５の６ 

２５の８ 

 ２７の１７ 

２８の２ 

 

※ 読み替え規定有り（令 155 の６②） 

５５の５ ⑧ 

６８の４４⑦ 

５５の６ ⑩ 

６８の４５⑨ 

５５の７ ⑧ 

６８の４６⑦ 

５７の５ ⑬ 

６８の５５⑭ 

５７の６ ⑨ 

６８の５６⑩ 

５７の８ ⑪ 

６８の５８⑩ 

５８    ⑩ 

６８の６１⑨ 

５６の ２⑪ 

２１の４ 

２２の４６ 

２１の５ ⑬ 

２２の４７⑬ 

２１の５ ⑭ 

２２の４７⑭ 

２１の１３② 

２２の５６② 

２１の１３の２ 

２２の５７ 

２１の１４⑤ 

２２の５８⑤ 

２１の１６⑥ 

２２の６０⑥ 

２１の ７ 

 

 ２ この届出書は、適格分社型分割等の日以後２月以内に納税地の所轄税務署長に 1 通（調査課所管法人にあって

は２通）提出してください。 

 ３ この届出書には、申告書別表に定める書式に期中損金経理額等の計算に関する明細を記載して添付してくださ

い。ただし、法人税法施行規則第 21 条の２第４号に掲げる事項及び同規則第 21 条の３第４号に掲げる事項につ

いては、別表 16(1)から別表 16(5)までに定める書式に代え、これらの別表の書式と異なる書式（これらの別表

の書式に定める項目を記載しているものに限ります。）によることができます。 

 ４ 届出書の各欄は、次により記載してください。 

(1) 「提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名｣、｢納税地｣、｢代表者氏

名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(2) 「連結子法人」欄には、当該子法人の｢法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者氏名｣、｢代表

者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(3) 本文の条項欄には、上表の区分に応じ、該当する法人税法等又は租税特別措置法の根拠条項を記載してく

ださい。 

(4) 「その他要記載事項」欄は、上表の区分に応じ、届け出る手続の記載事項等を記載してください。 

(5) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押

印してください。 

(6) 「※」欄は、記載しないでください。 

適格分社型分割等による期中損金経理額等 

の損金算入に関する届出書の記載要領等  

 

 １ この届出書は、内国法人である単体法人（連結申告法人以外の法人をいいます。）又は連結親法人が、適格分

社型分割等（適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立をいいます。ただし、租税特別措置法第 57 条の

５第 13項及び同法第 57条の６第９項の規定を適用する場合にあっては、それぞれ適格であることを要しません。

以下同じ。）を行った場合において、次の法人税法等又は租税特別措置法の規定により期中損金経理額等を損金

の額に算入することについて届け出る場合に使用してください。（法人税法施行令第 155 条の６の規定を含む）

 

法人税法等 法人税法施行規則 租税特別措置法 租税特別措置法施行規則 

法３１③ 

３２③ 

４２⑦ 

４４⑤ 

４５⑦ 

４７⑦ 

４８⑦ 

４９⑤ 

５０⑥ 

５２⑥ 

５３⑤ 

令１３３の２③ 

   １３９の４⑧ 

 

２１の２ 

２１の３ 

２４の３ 

２４の６ 

２４の７ 

２４の８ 

 ２４の１０ 

 ２４の１２ 

２５ 

２５の６ 

２５の８ 

 ２７の１７ 

２８の２ 

 

※ 読み替え規定有り（令 155 の６①②） 

 

５５の５ ⑧ 

６８の４４⑦ 

５５の６ ⑩ 

６８の４５⑨ 

５５の７ ⑧ 

６８の４６⑦ 

５７の５ ⑬ 

６８の５５⑭ 

５７の６ ⑨ 

６８の５６⑩ 

５７の８ ⑪ 

６８の５８⑩ 

５８    ⑩ 

６８の６１⑨ 

５６   ⑪ 

６８の４８⑩ 

２１の４ 

２２の４６ 

２１の５ ⑨ 

２２の４７⑨ 

２１の５ ⑩ 

２２の４７⑩ 

２１の１３② 

２２の５６② 

２１の１３の２ 

２２の５７ 

２１の１４⑤ 

２２の５８⑤ 

２１の１６⑥ 

２２の６０⑥ 

２１の ７ 

２２の４９ 

 

 ２ この届出書は、適格分社型分割等の日以後２月以内に納税地の所轄税務署長に 1通（調査課所管法人にあって

は２通）提出してください。 

 ３ この届出書には、申告書別表に定める書式に期中損金経理額等の計算に関する明細を記載して添付してくださ

い。ただし、法人税法施行規則第 21 条の２第４号に掲げる事項及び同規則第 21 条の３第４号に掲げる事項につ

いては、別表 16(1)から別表 16(5)までに定める書式に代え、これらの別表の書式と異なる書式（これらの別表

の書式に定める項目を記載しているものに限ります。）によることができます。 

 ４ 届出書の各欄は、次により記載してください。 

(1) 「提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名｣、｢納税地｣、｢代表者氏

名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(2) 「連結子法人」欄には、当該子法人の｢法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者氏名｣、｢代表

者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(3) 本文の条項欄には、上表の区分に応じ、該当する法人税法等又は租税特別措置法の根拠条項を記載してく

ださい。 

(4) 「その他要記載事項」欄は、上表の区分に応じ、届け出る手続の記載事項等を記載してください。 

(5) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押

印してください。 

(6) 「※」欄は、記載しないでください。 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

  適格分社型分割等を行う場合の収用等又は収用換地等に伴い 

       取得した資産の帳簿価額の減額又は設定した期中特別勘定 

       に関する届出書及び提出書類の届出書の記載要領等 
 
１ 単体法人(連結申告法人を除く法人をいいます。）又は連結親法人が、適格分社型分割等（適格分社型分割、適

格現物出資又は適格事後設立をいいます。以下同じ。）を行う場合において、租税特別措置法（以下「措置法」

といいます。）等の下記の規定にもとづき、収用等又は収用換地等に伴い、取得した資産の帳簿価額を減額した

金額又は、設定した期中特別勘定の金額等の届出及び提出すべき書類の提出を行う場合に使用してください。 

 根  拠  条  文 届 出 根 拠 条 文 

(1) 収用等により取得した代替資産の帳

簿価額を減額 

 

 

措置法第 64 条第８項 

(措置法第 64 の２第８項) 

措置法第 68 条の 70 第７項 

(措置法第 68 の 71 第９項) 

措置法第 64 条第 10 項 

(措置法第 64 条の２第 14 項)

措置法第 68 条の 70 第９項 

(措置法第68条の71第15項)

(2) 収用換地等により取得した交換取得

資産の帳簿価額を減額 

 

措置法第 65 条第５項 

措置法第 68 条の 72 第５項 

措置法第 65 条第６項 

措置法第 68 条の 72 第６項 

(3) 収用等に伴い期中特別勘定を設定 措置法第 64 条の２第２項 

措置法第 68 条の 71 第３項 

措置法第 64 条の２第３項 

措置法第 68 条の 71 第４項 

 

２ この届出書は、適格分社型分割等の日以後２月以内に納税地の所轄税務署長に 1 通(調査課所管法人にあって

は２通)提出してください。 

３ 届出書の各欄は、次により記載してください。 

(1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名｣、｢納税地｣、｢代表者氏名｣、

｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該法人の｢法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者氏名｣、｢代表者住

所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(3) ｢適格分社型分割等に係る分割承継法人等」の各欄は、上記１の根拠条文に規定する分割承継法人等の名称

及び納税地並びに代表者の氏名を記載してください。 

(4) ｢適格分社型分割等の日」欄は、上記１の根拠条文に規定する適格分社型分割等の日を記載してください。

(5) ｢収用等のあった日又は換地処分等のあった日」欄は、措置法第 64 条第１項・同法第 68 条の 70 第 1 項若

しくは第 64 条の２第２項・第 68 条の 71 第３項に規定する収用等のあった日又は措置法第 65 条第１項・第

68 条の 72 第 1 項に規定する換地処分等のあった日を記載してください。 

(6) ｢収用等又は換地処分等により譲渡した資産の種類」欄は、措置法第 64 条の２第２項・第 68 条の 71 第３

項に規定する収用等により譲渡した資産の種類又は第 65 条第１項・第 68 条の 72 第１項に規定する収用換地

等により譲渡した資産の種類を記載してください。 

(7) ｢補償金等、対価、清算金の金額又は保留地の対価の額」欄は措置法第 64 条第８項・第 68条の 70 第７項、

第 64 条の２第８項・第 68 条の 71 第９項若しくは第 64 条の２第２項・第 68 条の 71 第３項に規定する補償

金、対価若しくは清算金の金額又は措置法第 65 条第１項・第 68 条の 72 第１項に規定する補償金等又は保留

地の対価の額を記載してください。 

(8) ｢交換取得資産の価額｣欄は､措置法第 65 条第１項・第 68 条の 72 第１項に規定する交換取得資産の価額を

記載する。 

(9) ｢代替資産又は交換取得資産」欄は措置法第 64 条第１項・第 68 条の 70 第１項に規定する代替資産若しく

は第 65 条第５項・第 68 条の 72 第５項に規定する交換取得資産の種類、構造及び規模並びに取得年月日又は

措置法施行規則第 22 条の２第９項第６号に規定する取得をする見込みである代替資産の種類、構造及び規模

並びにその取得予定年月日を記載してください。 

(10) ｢減額した金額又は期中特別勘定の金額」欄は、措置法第 64 条第８項（第 64 条の２第８項において準用す

る場合を含みます。）・第 68 条の 70 第７項（第 68 条の 71 第９項において準用する場合を含みます。）又は第

65 条第５項・第 68 条の 72 第５項の規定により損金の額に算入される同項に規定する帳簿価額を減額した金

額又は第 64条の２第２項・第 68 条の 71 第３項の規定により損金の額に算入される同項に規定する期中特別

勘定の金額を記載してください。 

(11) ｢添付明細(別表等）」欄は、別表十三(四）その他添付明細を記載するとともに、当該明細を当該届出書に

添付してください。 

(12) ｢提出書類」欄は措置法施行令第 39 条第 30 項・第 39 条の 99 第 16 項又は第 39 条の２第９項・第 39 条の

100 第８項に規定する書類を記載するとともに、当該書類を当該届出書に添付してください。 

(13) ｢税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印

してください。 

(14) ｢※」欄は、記載しないでください。 

  適格分社型分割等を行う場合の収用等又は収用換地等に伴い 

       取得した資産の帳簿価額の減額又は設定した期中特別勘定 

       に関する届出書及び提出書類の届出書の記載要領等 
 
１ 単体法人(連結申告法人を除く法人をいいます。）又は連結親法人が、適格分社型分割等（適格分社型分割、適

格現物出資又は適格事後設立をいいます。以下同じ。）を行う場合において、租税特別措置法（以下「措置法」

といいます。）等の下記の規定にもとづき、収用等又は収用換地等に伴い、取得した資産の帳簿価額を減額した

金額又は、設定した期中特別勘定の金額等の届出及び提出すべき書類の提出を行う場合に使用してください。 

 根  拠  条  文 届 出 根 拠 条 文 

(1) 収用等により取得した代替資産の帳

簿価額を減額 

 

 

措置法第 64 条第８項 

(措置法第 64 の２第８項) 

措置法第 68 条の 70 第７項 

(措置法第 68 の 71 第９項) 

措置法第 64 条第 10 項 

(措置法第 64 条の２第 15 項)

措置法第 68 条の 70 第９項 

(措置法第68条の71第16項)

(2) 収用換地等により取得した交換取得

資産の帳簿価額を減額 

 

措置法第 65 条第５項 

措置法第 68 条の 72 第５項 

措置法第 65 条第６項 

措置法第 68 条の 72 第６項 

(3) 収用等に伴い期中特別勘定を設定 措置法第 64 条の２第２項 

措置法第 68 条の 71 第３項 

措置法第 64 条の２第３項 

措置法第 68 条の 71 第４項 

 

２ この届出書は、適格分社型分割等の日以後２月以内に納税地の所轄税務署長に 1 通(調査課所管法人にあって

は２通)提出してください。 

３ 届出書の各欄は、次により記載してください。 

(1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名｣、｢納税地｣、｢代表者氏名｣、

｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該法人の｢法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者氏名｣、｢代表者住

所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(3) ｢適格分社型分割等に係る分割承継法人等」の各欄は、上記１の根拠条文に規定する分割承継法人等の名称

及び納税地並びに代表者の氏名を記載してください。 

(4) ｢適格分社型分割等の日」欄は、上記１の根拠条文に規定する適格分社型分割等の日を記載してください。

(5) ｢収用等のあった日又は換地処分等のあった日」欄は、措置法第 64 条第１項・同法第 68 条の 70 第 1 項若

しくは第 64 条の２第２項・第 68 条の 71 第３項に規定する収用等のあった日又は措置法第 65 条第１項・第

68 条の 72 第 1 項に規定する換地処分等のあった日を記載してください。 

(6) ｢収用等又は換地処分等により譲渡した資産の種類」欄は、措置法第 64 条の２第２項・第 68 条の 71 第３

項に規定する収用等により譲渡した資産の種類又は第 65 条第１項・第 68 条の 72 第１項に規定する収用換地

等により譲渡した資産の種類を記載してください。 

(7) ｢補償金等、対価、清算金の金額又は保留地の対価の額」欄は措置法第 64 条第８項・第 68条の 70 第７項、

第 64 条の２第８項・第 68 条の 71 第９項若しくは第 64 条の２第２項・第 68 条の 71 第３項に規定する補償

金、対価若しくは清算金の金額又は措置法第 65 条第１項・第 68 条の 72 第１項に規定する補償金等又は保留

地の対価の額を記載してください。 

(8) ｢交換取得資産の価額｣欄は､措置法第 65 条第１項・第 68 条の 72 第１項に規定する交換取得資産の価額を

記載する。 

(9) ｢代替資産又は交換取得資産」欄は措置法第 64 条第１項・第 68 条の 70 第１項に規定する代替資産若しく

は第 65 条第５項・第 68 条の 72 第５項に規定する交換取得資産の種類、構造及び規模並びに取得年月日又は

措置法施行規則第 22 条の２第９項第６号に規定する取得をする見込みである代替資産の種類、構造及び規模

並びにその取得予定年月日を記載してください。 

(10) ｢減額した金額又は期中特別勘定の金額」欄は、措置法第 64 条第８項（第 64 条の２第８項において準用す

る場合を含みます。）・第 68 条の 70 第７項（第 68 条の 71 第９項において準用する場合を含みます。）又は第

65 条第５項・第 68 条の 72 第５項の規定により損金の額に算入される同項に規定する帳簿価額を減額した金

額又は第 64条の２第２項・第 68 条の 71 第３項の規定により損金の額に算入される同項に規定する期中特別

勘定の金額を記載してください。 

(11) ｢添付明細(別表等）」欄は、別表十三(四）その他添付明細を記載するとともに、当該明細を当該届出書に

添付してください。 

(12) ｢提出書類」欄は措置法施行令第 39 条第 31 項・第 39 条の 99 第 17 項又は第 39 条の２第９項・第 39 条の

100 第８項に規定する書類を記載するとともに、当該書類を当該届出書に添付してください。 

(13) ｢税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印

してください。 

(14) ｢※」欄は、記載しないでください。 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

       適格分割等による特定の資産の譲渡に係る特別勘定の 

       金 額 の 引 継 ぎ に 関 す る 届 出 書 の 記 載 要 領 等 

 

 １ この届出書は、内国法人である単体法人（連結申告法人以外の法人をいいます。)又は連結親

法人が、適格分割等（適格分割、適格現物出資又は適格事後設立をいいます。以下同じ。）を行

った場合において、分割承継法人等（分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいい

ます。）に特定の資産の譲渡等に係る特別勘定の金額を引き継ぐことについて、租税特別措置法

（以下「措置法」といいます。）第 65 条の８第５項・第 68 条の 79 第６項又は阪神・淡路大震災

の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（以下「震災特例法」といいます。）第

21 条第５項の規定により届け出る場合に使用してください。 

 ２ この届出書は、適格分割等の日以後２月以内に納税地の所轄税務署長に１通（調査課所管法人

にあっては２通）提出してください。 

 ３ 届出書の各欄は、次により記載してください。 

   (1) ｢提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名｣、「納税

地」、「代表者氏名」、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表

者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。      

(3) ｢適格分割等に係る分割承継法人等」の各欄は措置法第 65 条の８第４項第２号若しくは同

項第３号・第 68 条の 79 第５項第２号若しくは同項第３号又は震災特例法第 21 条第４項第

２号若しくは同項第３号に規定する分割承継法人等の名称及び納税地並びに代表者の氏名

を記載してください。「適格分割等」の欄は該当する適格分割等の形態を丸印で囲んでくだ

さい。   

(4) ｢適格分割型分割又は適格分社型分割等の年月日」欄は措置法第 65条の８第４項第２号若

しくは同項第３号・第 68 条の 79 第５項第２号若しくは同項第３号又は震災特例法第 21条

第４項第２号若しくは同項第３号に規定する適格分割型分割又は適格分社型分割等の日を

記載してください。 

(5) ｢分割承継法人等に引き継ぐ特別勘定の金額」欄は措置法第 65 条の８第４項・第 68 条の

79 第５項の規定により分割承継法人等に引き継ぐ同項第２号又は同項第３号に規定する特

別勘定の金額あるいは震災特例法第 21 条第４項の規定により分割承継法人等に引き継ぐ同

項第２号又は同項第３号に規定する特別勘定の金額を記載してください。 

(6) ｢分割承継法人等に引き継ぐ期中特別勘定の金額」欄は措置法第 65 条の８第４項・第 68

条の 79 第５項の規定により分割承継法人等に引き継ぐ同項第３号に規定する期中特別勘定

の金額又は震災特例法第 21 条第４項の規定により分割承継法人等に引き継ぐ同項第３号に

規定する期中特別勘定の金額を記載してください。 

(7) ｢特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額に係る譲渡資産」の各欄は分割承継法人等に引

き継ぐ特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額に係る譲渡資産の種類、所在地、及び規模（土

地等にあってはその面積）並びにその譲渡年月日を記載してください。 

(8) ｢取得する見込みである資産」の各欄は分割承継法人等において取得する見込みである資

産の種類及び取得予定年月日（措置法の規定の適用を受ける場合における措置法第 65 条の

７第１項の表の第１号から第 23 号までの下欄に掲げる資産及び震災特例法の規定の適用を

受ける場合における資産については種類、構造、所在地、及び規模（土地等にあっては、そ

の面積）並びにその取得予定年月日）を記載してください。 

(9) ｢適用を受けることとしている表の各号の区分」欄は取得をする見込みである資産につい

て適用を受けることとしている措置法第 65 条の７第１項の表・第 68 条の 78 第１項の表又

は震災特例法第 20条第１項の表の各号の区分を記載してください。 

(10)「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税

理士等が署名押印してください。 

(11)「※」欄は、記載しないでください。 

適格分割等による特定の資産の譲渡に係る特別勘定の 

       金 額 の 引 継 ぎ に 関 す る 届 出 書 の 記 載 要 領 等 

 

 １ この届出書は、内国法人である単体法人（連結申告法人以外の法人をいいます。)又は連結親

法人が、適格分割等（適格分割、適格現物出資又は適格事後設立をいいます。以下同じ。）を行

った場合において、分割承継法人等（分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいい

ます。）に特定の資産の譲渡等に係る特別勘定の金額を引き継ぐことについて、租税特別措置法

（以下「措置法」といいます。）第 65 条の８第５項・第 68 条の 79 第６項又は阪神・淡路大震災

の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（以下「震災特例法」といいます。）第

21 条第５項・第 26条の６第６項の規定により届け出る場合に使用してください。 

 ２ この届出書は、適格分割等の日以後２月以内に納税地の所轄税務署長に１通（調査課所管法人

にあっては２通）提出してください。 

 ３ 届出書の各欄は、次により記載してください。 

   (1) ｢提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名｣、「納税

地」、「代表者氏名」、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表

者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。      

(3) ｢適格分割等に係る分割承継法人等」の各欄は措置法第 65 条の８第４項第２号若しくは同

項第３号・第 68 条の 79 第５項第２号若しくは同項第３号又は震災特例法第 21 条第４項第

２号若しくは同項第３号・第 26 条の６第５項第２号若しくは同項第３号に規定する分割承

継法人等の名称及び納税地並びに代表者の氏名を記載してください。「適格分割等」の欄は

該当する適格分割等の形態を丸印で囲んでください。   

(4) ｢適格分割型分割又は適格分社型分割等の年月日」欄は措置法第 65条の８第４項第２号若

しくは同項第３号・第 68 条の 79 第５項第２号若しくは同項第３号又は震災特例法第 21条

第４項第２号若しくは同項第３号・第 26 条の６第５項第２号若しくは同項第３号に規定す

る適格分割型分割又は適格分社型分割等の日を記載してください。 

(5) ｢分割承継法人等に引き継ぐ特別勘定の金額」欄は措置法第 65 条の８第４項・第 68 条の

79 第５項の規定により分割承継法人等に引き継ぐ同項第２号又は同項第３号に規定する特

別勘定の金額あるいは震災特例法第 21条第４項・第 26条の６第５項の規定により分割承継

法人等に引き継ぐ同項第２号又は同項第３号に規定する特別勘定の金額を記載してくださ

い。 

(6) ｢分割承継法人等に引き継ぐ期中特別勘定の金額」欄は措置法第 65 条の８第４項・第 68

条の 79 第５項の規定により分割承継法人等に引き継ぐ同項第３号に規定する期中特別勘定

の金額又は震災特例法第 21 条第４項・第 26条の６第５項の規定により分割承継法人等に引

き継ぐ同項第３号に規定する期中特別勘定の金額を記載してください。 

(7) ｢特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額に係る譲渡資産」の各欄は分割承継法人等に引

き継ぐ特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額に係る譲渡資産の種類、所在地、及び規模（土

地等にあってはその面積）並びにその譲渡年月日を記載してください。 

(8) ｢取得する見込みである資産」の各欄は分割承継法人等において取得する見込みである資

産の種類及び取得予定年月日（措置法の規定の適用を受ける場合における措置法第 65 条の

７第１項の表の第１号から第 18 号までの下欄に掲げる資産及び震災特例法の規定の適用を

受ける場合における資産については種類、構造、所在地、及び規模（土地等にあっては、そ

の面積）並びにその取得予定年月日）を記載してください。 

(9) ｢適用を受けることとしている表の各号の区分」欄は取得をする見込みである資産につい

て適用を受けることとしている措置法第 65 条の７第１項の表・第 68 条の 78 第１項の表又

は震災特例法第20条第１項の表・第26条の５第１項の表の各号の区分を記載してください。

(10)「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税

理士等が署名押印してください。 

(11)「※」欄は、記載しないでください。 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

適 格 分 社 型 分 割 等 に よ る 特 定 資 産 の 買 換 え の 場 合 に お け る 

買換資産の帳簿価額の減額又は特定資産の譲渡に伴い設定をした 

期中特別勘定に関する届出書及び提出書類の届出書の記載要領等 
 

 １ 単体法人（連結申告法人以外の法人をいいます。）又は連結親法人が、適格分社型分割等を行う場合において、

租税特別措置法（以下「措置法」といいます。）若しくは阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税法律の臨時特

例に関する法律（以下「震災特例法」といいます。）の下記の条文に基づき帳簿価額を減額したとき又は、期中

特別勘定を設定したときの、減額をした金額又は期中特別勘定の金額等の届出を行う場合及び措置法施行令第 39

条の７第 55 項・第 39 条の 106 第 45 項の規定又は震災特例法施行令第 18 条第 39 項により提出すべき書類の届

出を行う場合に使用してください。 

 根拠条文 届出根拠条文 

(1)  特定資産の買換えの場合におけ

る買換資産の帳簿価額の減額の

届出 

措置法第 65 条の７第９項 

(措置法第 65 条の８第８項) 

措置法第 68 条の 78 第９項 

(措置法第 68 条の 79 第９項) 

震災特例法第 20 条第７項 

(震災特例法第 21 条第８項） 

措置法第 65 条の７第 11 項 

(措置法第 65 条の８第 15 項) 

措置法第 68 条の 78 第 11 項 

(措置法第 68 条の 79 第 16 項) 

震災特例法第 20 条第９項 

(震災特例法第 21 条第 15 項） 

 

(2) 特定資産の譲渡をした場合にお

いて設定した特別勘定の届出 

措置法第 65 条の８第２項 

措置法第 68 条の 79 第３項 

震災特例法第 21 条第２項 

措置法第 65 条の８第３項 

措置法第 68 条の 79 第４項 

震災特例法第 21 条第３項 

 

 

 

 

 ２ この届出書は、適格分社型分割等の日以後２月以内に納税地の所轄税務署長に１通(調査課所管法人にあって

は２通)提出してください。 

 ３ 届出書の各欄は、次により記載してください。 

(1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名｣、｢納税地｣、｢代表者氏名｣、

｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地、｢代表者氏名｣、｢代表者

住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(3) ｢適格分社型分割等に係る分割承継法人等」の各欄は、措置法第 65 条の７第９項・同法第 68 条の 78 第９

項、同法第 65 条の８第８項・同法第 68 条の 79 第９項、震災特例法第 20 条第７項若しくは第 21 条第８項又

は措置法第 65 条の８第２項・同法第 68 条の 79 第３項、若しくは震災特例法第 21 条第２項に規定する分割

承継法人等の名称及び納税地並びに代表者の氏名について記載してください。 

(4) ｢適格分社型分割等の日」欄は、措置法第 65 条の７第９項・同法第 68 条の 78 第９項、同法第 65 条の８第

８項・同法第 68 条の 79 第９項、震災特例法第 20 条第７項若しくは同法第 21 条第８項又は措置法第 65 条の

８第２項・同法第 68 条の 79 第３項、若しくは震災特例法第 21 条第２項に規定する適格分社型分割等の日を

記載してください。 

(5) ｢譲渡資産」の各欄については、それぞれ譲渡資産の種類､所在地及び規模(土地等にあっては、その面積)

並びにその譲渡年月日を記載してください。 

(6) ｢買換資産又は取得見込資産」の各欄については、買換資産又は取得見込資産の種類､構造、所在地及び規

模(土地等にあっては､その面積)並びにその取得(予定）年月日を記載してください。（なお、取得見込資産が

表の第１号から第 23号までの下欄に掲げる資産以外の場合には取得見込資産の種類及び取得予定年月日を記

載します。） 

(7) ｢減額した金額又は期中特別勘定の金額」欄は、措置法第 65 条の７第９項（措置法第 65 条の８第８項にお

いて準用する場合を含みます。）・同法第 68 条の 78 第９項（同法第 68 条の 79 第９項において準用する場合

を含みます。）又は震災特例法第 20 条第７項（震災特例法第 21 条第８項において準用する場合を含みます。）

の規定により損金の額に算入されるこれらの規定に規定する帳簿価額を減額した金額又は措置法第 65 条の８

第２項・同法第 68 条の 79 第３項、若しくは震災特例法第 21 条第２項の規定により損金の額に算入されるこ

れらの規定に規定する期中特別勘定の金額を記載します。 

(8) ｢添付明細(別表等）」欄は､別表十三(五）その他添付明細を記載するとともに、当該明細を当該届出書に添

付してください。 

(9) ｢提出書類」欄は措置法施行令第 39 条の７第 55 項・同令第 39 条の 106 第 45 項又は震災特例法施行令第 18

条第 39 項に規定する書類を記載するとともに、当該書類を当該届出書に添付してください。 

(10)「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印

してください。 

(11)「※」欄は、記載しないでください。 

 

適 格 分 社 型 分 割 等 に よ る 特 定 資 産 の 買 換 え の 場 合 に お け る 

買換資産の帳簿価額の減額又は特定資産の譲渡に伴い設定をした 

期中特別勘定に関する届出書及び提出書類の届出書の記載要領等 
 

 １ 単体法人（連結申告法人以外の法人をいいます。）又は連結親法人が、適格分社型分割等を行う場合において、

租税特別措置法（以下「措置法」といいます。）若しくは阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税法律の臨時特

例に関する法律（以下「震災特例法」といいます。）の下記の条文に基づき帳簿価額を減額したとき又は、期中

特別勘定を設定したときの、減額をした金額又は期中特別勘定の金額等の届出を行う場合及び措置法施行令第 39

条の７第 57 項・第 39 条の 106 第 47 項の規定又は震災特例法施行令第 18 条第 39 項・第 21 条の５第 39 項によ

り提出すべき書類の届出を行う場合に使用してください。 

 根拠条文 届出根拠条文 

(1)  特定資産の買換えの場合におけ 

る買換資産の帳簿価額の減額の 

届出 

措置法第 65 条の７第９項 

(措置法第 65 条の８第８項) 

措置法第 68 条の 78 第９項 

(措置法第 68 条の 79 第９項) 

震災特例法第 20 条第７項 

(震災特例法第 21 条第８項） 

震災特例法第 26 条の５第７項 

(震災特例法第 26 条の６第９項) 

措置法第 65 条の７第 11 項 

(措置法第 65 条の８第 16 項) 

措置法第 68 条の 78 第 11 項 

(措置法第 68 条の 79 第 17 項) 

震災特例法第 20 条第９項 

(震災特例法第 21 条第 15 項） 

震災特例法第 26 条の５第９項 

(震災特例法第 26 条の６第 16 項)

 

(2) 特定資産の譲渡をした場合にお 

いて設定した特別勘定の届出 

措置法第 65 条の８第２項 

措置法第 68 条の 79 第３項 

震災特例法第 21 条第２項 

震災特例法第 26 条の６第３項 

措置法第 65 条の８第３項 

措置法第 68 条の 79 第４項 

震災特例法第 21 条第３項 

震災特例法第 26 条の６第４項 

 

 

 ２ この届出書は、適格分社型分割等の日以後２月以内に納税地の所轄税務署長に１通(調査課所管法人にあって

は２通)提出してください。 

 ３ 届出書の各欄は、次により記載してください。 

(1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢法人名｣、｢納税地｣、｢代表者氏名｣、

｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名｣、｢本店又は主たる事務所の所在地、｢代表者氏名｣、｢代表者

住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(3) ｢適格分社型分割等に係る分割承継法人等」の各欄は、措置法第 65 条の７第９項・同法第 68 条の 78 第９

項、同法第 65 条の８第８項・同法第 68 条の 79 第９項若しくは震災特例法第 20 条第７項・同法第 26 条の５

第７項、同法第 21 条第８項・同法第 26 条の６第９項又は措置法第 65 条の８第２項・同法第 68 条の 79 第３

項、若しくは震災特例法第 21 条第２項・同法第 26 条の６第３項に規定する分割承継法人等の名称及び納税

地並びに代表者の氏名について記載してください。 

(4) ｢適格分社型分割等の日」欄は、措置法第 65 条の７第９項・同法第 68 条の 78 第９項、同法第 65 条の８第

８項・同法第 68 条の 79 第９項、震災特例法第 20 条第７項・同法第 26 条の５第７項、同法第 21 条第８項・

同法第 26 条の６第９項又は措置法第 65 条の８第２項・同法第 68 条の 79 第３項、若しくは震災特例法第 21

条第２項・同法第 26 条の６第３項に規定する適格分社型分割等の日を記載してください。 

(5) ｢譲渡資産」の各欄については、それぞれ譲渡資産の種類､所在地及び規模(土地等にあっては、その面積)

並びにその譲渡年月日を記載してください。 

(6) ｢買換資産又は取得見込資産」の各欄については、買換資産又は取得見込資産の種類､構造、所在地及び規

模(土地等にあっては､その面積)並びにその取得(予定）年月日を記載してください。（なお、取得見込資産が

表の第１号から第 18号までの下欄に掲げる資産以外の場合には取得見込資産の種類及び取得予定年月日を記

載します。） 

(7) ｢減額した金額又は期中特別勘定の金額」欄は、措置法第 65 条の７第９項（措置法第 65 条の８第８項にお

いて準用する場合を含みます。）・同法第 68 条の 78 第９項（同法第 68 条の 79 第９項において準用する場合

を含みます。）又は震災特例法第 20 条第７項（震災特例法第 21 条第８項において準用する場合を含みます。）・

同法第 26 条の５第７項（同法第 26 条の６第９項において準用する場合を含みます。）の規定により損金の額

に算入されるこれらの規定に規定する帳簿価額を減額した金額又は措置法第 65 条の８第２項・同法第 68 条

の 79 第３項、若しくは震災特例法第 21 条第２項・同法第 26 条の６第３項の規定により損金の額に算入され

るこれらの規定に規定する期中特別勘定の金額を記載します。 

(8) ｢添付明細(別表等）」欄は､別表十三(五）その他添付明細を記載するとともに、当該明細を当該届出書に添

付してください。 

(9) ｢提出書類」欄は措置法施行令第 39 条の７第 57 項・同令第 39 条の 106 第 47 項又は震災特例法施行令第 18

条第 39 項・同令第 21 条の５第 39 項に規定する書類を記載するとともに、当該書類を当該届出書に添付して

ください。 

(10)「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印

してください。 

(11)「※」欄は、記載しないでください。 


